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○群馬コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例施行規則 

令和元年六月二十一日規則第八号 

（趣旨） 

第一条 この規則は、群馬コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例（平成二十九年群馬県

条例第三十二号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用の承認申請） 

第二条 条例第五条第一項の規定により、同項に規定する施設等のうち、条例別表四の表の駐車場及び

別表第一のコインロッカーを除く施設等（以下「利用承認施設等」という。）の利用の承認を得よう

とする者（以下「申請者」という。）は、群馬コンベンションセンター利用承認申請書（別記様式第一

号）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書の受付は、知事が別に定める日から行うものとする。 

（利用の承認） 

第三条 知事は、前条第一項の規定による申請があった場合において、利用承認施設等の利用を承認し

たときは、申請者に群馬コンベンションセンター利用承認書（別記様式第二号）を交付するものとす

る。 

２ 前項の承認書の交付を受けた者（以下「利用者」という。）は、利用承認施設等を利用するときは、

当該承認書を職員に提示しなければならない。 

（利用の変更又は取消し） 

第四条 利用者は、利用の変更又は取消しをしようとするときは、群馬コンベンションセンター利用変

更（取消し）承認申請書（別記様式第三号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請があった場合において、利用の変更又は取消しを承認したときは、

利用者に群馬コンベンションセンター利用変更（取消し）承認書（別記様式第四号）を交付するもの

とする。 

（附属設備及び備品の使用料等） 

第五条 条例別表五の表の規定による附属設備及び備品の使用料の額は、別表第一に掲げるとおりとす

る。 

２ 条例別表一の表注七の規則で定める実費相当額は、別表第二に掲げるとおりとする。 

（使用料の納付期限） 

第六条 条例第十条に規定する使用料は、知事が指定する期限までに納付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第七条 条例第十一条で定める特別な理由は次の各号に掲げるものとし、当該理由により減免する額は

それぞれ当該各号に定めるものとする。 

一 災害その他緊急事態の発生により、住民等が一時的に避難し、又は待機する場所として利用する

場合 使用料の全額 

二 前号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認める場合 知事が適当と認める額 

２ 使用料の減免を受けようとする者は、群馬コンベンションセンター使用料減免申請書（別記様式第

五号）を第二条第一項の申請書と同時に知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減免を決定したときは、群馬コン

ベンションセンター使用料減免承認書（別記様式第六号）を交付するものとする。 
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（使用料の返還） 

第八条 条例第十二条ただし書に規定する利用者の責めに帰することができない理由により利用承認施

設等を利用することができなくなった場合に返還する使用料の額は、既に納付した使用料の額の全額

とする。 

２ 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、群馬コンベンションセンター使用料返還申

請書（別記様式第七号）を知事に提出しなければならない。 

（遵守事項） 

第九条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 引火性物品等の危険物を持ち込まないこと。 

二 群馬コンベンションセンター（以下「コンベンションセンター」という。）の施設、附属設備及

び備品等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。 

三 職員の指示に従うこと。 

四 前三号に定めるもののほか、知事が別に定める事項 

２ 利用者は、前項各号及び次に掲げる事項を入館者に遵守させなければならない。 

一 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙をしないこと。 

二 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる行為をしないこと。 

（指定管理者による管理） 

第十条 条例第十三条第一項の規定により同項の指定管理者（以下「指定管理者」という。）にコンベ

ンションセンターの管理を行わせる場合（以下「指定管理者による管理の場合」という。）における

同条第二項第五号の知事が別に定める業務は、広報宣伝及び催物の誘致その他のコンベンションセン

ターの利用促進のために必要な業務とする。 

２ 指定管理者による管理の場合における第二条から第四条まで、第六条、第七条第二項及び第三項、

第八条並びに第九条並びに別記様式第一号から別記様式第七号までの規定の適用については、第二条

第一項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、同条第二項中「知事が別に定める」とあるのは「指定

管理者があらかじめ知事の承認を得て別に定める」と、第三条第一項、第四条、第六条、第七条第二

項及び第三項並びに第八条第二項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、第九条第一項第四号中「知

事が別に定める」とあるのは「指定管理者があらかじめ知事の承認を得て別に定める」と、別記様式

第一号から別記様式第七号までの規定中「群馬県知事」とあるのは「指定管理者」とする。 

３ 条例第十四条第一項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合における第六条、第七条

第二項及び第三項並びに第八条並びに別記様式第一号から別記様式第七号までの規定の適用について

は、前項に定めるもののほか、第六条中「第十条に規定する使用料」とあるのは「第十四条第二項に

規定する利用料金」と、第七条第二項及び第三項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第八条中

「第十二条ただし書」とあるのは「第十四条第六項ただし書」と、「使用料」とあるのは「利用料金」

と、別記様式第一号から別記様式第七号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。 

（管理の細則） 

第十一条 条例及びこの規則に定めるもののほか、コンベンションセンターの管理に関し必要な事項は、

知事がコンベンションセンターの管理を行う場合は知事が、指定管理者による管理の場合はあらかじ

め知事の承認を得て指定管理者が定める。 

附 則 
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１ この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 条例附則第三項の規定により条例の施行の日前に行う利用の承認その他の準備行為に係る手続につ

いては、この規則の例による。 

附 則（令和二年三月二十七日規則第十五号） 

この規則は、令和二年四月一日から施行する。 

附 則（令和三年三月二十六日規則第五十六号） 

１ この規則は、令和三年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に利用の承認を得ている者に係る当該承認に係る使用料の額については、な

お従前の例による。 

附 則（令和五年三月三十一日規則第三十五号） 

この規則は、令和五年四月一日から施行する。 

附 則（令和六年十月十八日規則第四十九号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一共通の項の改正規定は、令和六年十二月一日

から施行する。 

別表第一（第五条関係） 

区分 単位 使用料 

展示場 椅子 一脚につき一日 七〇円 

机 一台につき一日 一三〇円 

バック幕 一枚につき一日 二、〇〇〇円 

吸音幕 一、三〇〇円 

冷暖房設備（全面利用の場合） 利用一時間につき 四〇、〇〇〇円 

冷暖房設備（三分の二利用の場

合） 

二六、六六〇円 

冷暖房設備（三分の一利用の場

合） 

一三、三三〇円 

メインホール スクリーンＡ 一台につき一日 三、〇〇〇円 

スクリーンＢ 二、五〇〇円 

調光操作卓Ａ 一〇、〇〇〇円 

調光操作卓Ｂ 六、〇〇〇円 

ＬＥＤ平凸タイプスポットライ

ト 

八〇〇円 

ＬＥＤエリプソイダルスポット

ライト 

一、〇〇〇円 

カメラワゴン 四、〇〇〇円 

ＡＶ機器操作卓 六、〇〇〇円 

中会議室 スクリーンＣ 一台につき一日 二、〇〇〇円 

スクリーンＤ 一、五〇〇円 

カメラワゴン 四、〇〇〇円 
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ＡＶ機器操作卓 三、〇〇〇円 

屋外展示場 音響設備 一式につき一日 六、〇〇〇円 

共通 プロジェクターＡ 一台につき一日 一六五、〇〇〇円 

プロジェクターＢ 八〇、〇〇〇円 

プロジェクターＣ 三一、〇〇〇円 

プロジェクターＤ 二五、〇〇〇円 

プロジェクターＥ 一一、〇〇〇円 

プロジェクターＦ 五、〇〇〇円 

移動式スクリーン 一、五〇〇円 

六十五インチディスプレイサイ

ネージ 

九、二〇〇円 

演台（大） 一、五〇〇円 

演台（中） 一、〇〇〇円 

演台（小） 八〇〇円 

花台 五〇〇円 

仮設ステージ（大） 四、〇〇〇円 

仮設ステージ（中） 二、〇〇〇円 

仮設ステージ（小） 一、〇〇〇円 

スタンド式ＬＥＤフレネルタイ

プスポットライト 

一、〇〇〇円 

クランク式ハイスタンド 一、〇〇〇円 

有線マイク 一、〇〇〇円 

デジタルワイヤレスハンドマイ

ク 

一、五〇〇円 

デジタルワイヤレスピンマイク 一、五〇〇円 

卓上型マイクスタンド 三〇〇円 

床上型マイクスタンド 三〇〇円 

移動式音響設備 七、一〇〇円 

移動式簡易音響設備 三、〇〇〇円 

ハイテーブル 一、〇〇〇円 

パーティション 五〇〇円 

ベルトパーティション 三五〇円 

プラスチック柵 三〇〇円 

展示パネル 三五〇円 

展示パネル用照明器具 三五〇円 

サインスタンド 二〇〇円 

Ｌ字スタンド 二〇〇円 
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コートハンガー 五〇〇円 

姿見 一、一〇〇円 

ホワイトボード 五〇〇円 

ローリングタワー 一段につき一日 三、三〇〇円 

国旗 一枚につき一日 五〇〇円 

県旗 五〇〇円 

表彰盆 一個につき一日 四〇〇円 

コインロッカーＡ 一区画につき一日ごとに

一回 

三〇〇円 

コインロッカーＢ 二〇〇円 

注１ 一日とは、午前零時から午後十二時までをいう。 

２ 利用時間がこの表に定める利用時間に満たない場合であっても、時間割による計算は、行わな

い。 

別表第二（第五条関係） 

区分 単位 金額 

電気 一キロワット時につき 三〇円 

水道 一立方メートルにつき 四五〇円 

注１ 使用電力量に一キロワット時に満たない端数があるときは、一キロワット時に切り上げる。 

２ 使用水量に一立方メートルに満たない端数があるときは、一立方メートルに切り上げる。 

３ 利用者が、屋外展示場に器具等を持ち込み、当該屋外展示場の電気等を使用した場合は、その

使用に応じたこの表に定める金額を徴収する。 
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第２条関係） 
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別記様式第２号（規格Ａ４）（第３条関係） 
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別記様式第３号（規格Ａ４）（第４条関係） 
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別記様式第４号（規格Ａ４）（第４条関係） 
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別記様式第５号（規格Ａ４）（第７条関係） 
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別記様式第６号（規格Ａ４）（第７条関係） 
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別記様式第７号（規格Ａ４）（第８条関係） 

 


